
厚生労働省社会・援護局地域福祉課

主査 梅本 政隆

関係機関と連携した
居住支援の取組事例
～福岡県大牟田市を題材に～



• 居住支援には、

①入居に関する支援（情報提供、契約支援など）、

②居住に関する支援（家賃負担、保証人等の商慣行

への対応など）、

があるとすれば、そのどちらも実施している。

• 居住支援を実践するための環境整備としては、

①地域のコンセンサスづくり、

②関係機関（住宅関係と福祉関係）のマネジメント、

が必要であり、そのための場としての居住支援協議

会が機能している。

• 大都市ではなく、人口10万人規模の市での実践であり
、参考になる部分があるのではないか。

大牟田市を題材にする理由

1



• 都道府県単位で設置している自治体が多く、市町村単位で設置している自治体は全体
の約３割。

• 事務局を建築・都市計画系の法人または庁内関係部局で担っている自治体が多く、福
祉系の法人が４自治体（６％）、その他法人が１自治体（２％）となっている。

北海道本別町
山形県鶴岡市
東京都千代田区
東京都江東区
東京都豊島区
東京都板橋区
東京都杉並区
東京都世田谷区
東京都日野市
東京都八王子市
東京都調布市
神奈川県川崎市
岐阜県岐阜市
京都府京都市
兵庫県神戸市
福岡県北九州市
福岡県福岡市
福岡県大牟田市
熊本県熊本市

庁内の福祉部局（２）
社会福祉協議会
障害者支援のNPO法人

出典）国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000019.html

居住支援協議会の状況（平成29年3月末時点）

市町村圏域
で設置

（29％）

都道府県圏
域で設置
（71％）

建築・都市
計画関係機
関が事務局
（92％）

福祉関係機
関が事務局

（6％）
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●大牟田市の人口
約２１０，０００人 ⇒ １１７，２２４人

（１９６０年） （２０１７年４月）

●高齢者数 ４１，１３４人

高齢化率 ３５．１％ （２０１７年４月）

後期高齢化率 １８．６％

●要介護認定者数 ７，６６０人

認定率 １８．４％（２０１７年４月）

●世帯数 ５６，９１８戸 （２０１７年４月）

高齢者のいる世帯 ３０，６４０戸（５３．８％）

高齢者単身世帯数 １４，１７１戸（２４．９％）

●地縁組織（まちづくり協議会）加入率 ４8．1％

福岡県大牟田市

かつては炭鉱のまち
（平成９年三池炭鉱閉山）

今、大牟田は
人にやさしいまちへ

宮原坑(世界文化遺産)
※まちづくり協議会が設置された18小学校での世帯加入率（2017年3月末）

福岡県大牟田市の概況
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国調人口と推計

65歳以上人口

高齢化率

将来推計国勢調査（実績）

高齢者数は平成32年をピークに減少に転じるものの、人口全体が減少していくため、「率（割合）」としては増加（微増）し
ていく。

※平成27年度以降の数値は、国立社会保障･人口問題研究所推計値による。

２０２５年

高齢化率３４．６％

（２０１６年９月）

大牟田市の高齢化の状況と推計
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住宅数、空き家数ともに増加が続いており、平成25年の空家数は9,510戸で空き家率は16.2％
※福岡県は12.7％（32万5千戸）、全国は13.5％（820万戸）。（住宅・土地統計調査による）

福岡県の
空き家率

全国の
空き家率

大牟田市
空き家率

その他空き家
５，４００戸
（５６．８％）

※全国３８．８％

（戸）

大牟田市の住宅数と空き家数

5



超高齢社会（単身高齢者）

平成24（2012）年6～8月 高齢者・障がい者の住まいのあり方ワークショップ

参加者：不動産関係者、医療・介護関係者、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、行政

居住支援協議会設立までのプロセス①



・空き家の増加 （15.6%：9,360戸／60,100戸 H20）

・高齢者の増加 （高齢化率：31.1% H25.4）

・低所得者（生活保護者）、障がい者の増加傾向

全国的に人口の減少や都市部への人口流出により、空き家が急増しており、空き家対策が喫緊の課

題となっている。また、高齢者、障がい者、低所得者、離職者など（住宅確保要配慮者）も増加傾向に

あり、住宅確保要配慮者が生活の基盤となる住宅を円滑に確保できていない問題も発生している。

大牟田市でも全国と同様の問題が発生しており、空き家の利活用や住宅確保要配慮者への円滑な

住宅供給が喫緊の問題となっている。

【大牟田市の現状】

・入居率の改善

収入、管理費、物件の老朽化

・リスク軽減（孤独死、近隣トラブル）

・施設から在宅、地域へ（自立支援）

・退院、退所後の受け入れ先確保

・保証人問題 ・障害への理解不足

不動産関係団体、医療・福祉関係団体、その他の団体が住まいに関する課題を共有し、協働して

住宅確保要配慮者への居住支援を取り組む必要がある。 ⇒居住支援協議会

【対応策】

（課題）不動産関係

（課題）福祉・医療関係 ・空き家に関する課題

老朽危険家屋、防犯、防災

・高齢化対策、福祉対策

・人口定住対策

（課題）行政

【背景】

全国で36番目に設立（平成29年3月時点で全国66協議体が設立）※人口10万人程度の地方都市では初！

居住支援協議会設立までのプロセス②
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病院

介護施設

住まい

Step01_空き家の実態調査

（活用可能物件の分類）

Step02_空き家活用における

地域住民の意識調査

Step03_空き家再生と医療・福祉の連携

老人クラブ・自治会・介護予防・生活支援 等

生活支援・介護予防

介護

通所
在宅医療
・訪問看護

医療

日常生活圏域
＝Ａ小学校区

介護施設

【活用可能性の検討】
・住宅確保要配慮者の住ま
い
・地域住民の交流サロン
・ケア付高齢者住宅
・グループリビング
・互助ハウス、高齢者下宿
・母子生活支援施設 など

空き家の活用

包括的マネジメント

・在宅医療連携拠点
・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

自助
互助

空家

空家

空家

空家

空家

小学校

診療所

スーパー

公園

空
き
家
活
用

シ
ス
テ
ム
の
構
築

アウトカム

老朽危険家屋
は除却を促進

小規模多機能サービ
ス

訪問介護
・看護

空き家の実態把握⇒空き家利活用事業のイメージ（概念図） 参考
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不動産関係団体

行政関係

家主
相談

情報提供
住宅確保要配慮者

居住支援関係団体

専門知識
の提供
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Ｎ
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法
人
大
牟
田
ラ
イ
フ
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ー
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セ
ン
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ー

協働・連携

地域情報
情報交換

【事務局】
大牟田市社会福祉協議会

＆市建築住宅課

地域福祉団体（
民生委員・児童
委員、NPO法人）

福岡県（住宅計
画課・高齢者支
援課）、県建築
住宅センター、
九州大学、熊本
学園大学



福
岡
県
宅
地
建
物
取
引
業

協
会
県
南
支
部

◆
あ
り
あ
け
不
動
産
ネ
ッ
ト

協
同
組
合

長寿社会推進課（高齢福
祉）

大牟田市地域包括支援
センター（高齢福祉）

福祉課（障がい福祉）
児童家庭課（児童福祉）
建築住宅課（住まい）

（パートナーシップ）

居住支援協議会
相談

情報提供

【設立目的】 大牟田市居住支援協議会（大牟田住みよかネット）は低所得者、被災者、高齢者、障がい者、
子育て世帯など、住宅を確保することが難しい人（住宅確保要配慮者）を民間賃貸住宅等への円滑入居を
推進することで、地域包括ケアシステムの構築を目指し、H25年6月に設立。

空き家の
活用提案

◆
有
明
高
専
建
築
学
科

◆
熊
本
県
立
大
学
居
住
環
境
学
科

住宅管理部会

サポート部会

大牟田市居住支援協議会（大牟田住みよかネット）の設立
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★空き家を活用（流通していない空き家に着目）
住宅・土地統計調査で言うと、「その他空き家」に分類される物件！

課題：相続トラブル。家族の想い出。

★空き家活用での家賃は家の維持費程度（敷金・礼金なし）
課題：所有者の理解。

★事務局を市社協が担っている
課題：補助金による運営。運営継続性。

※住宅確保要配慮者≑生活困窮者自立支援の対象者

 様々な相談を包括的に受けることができる。居住支援＝生活支援

 市民ニーズに対して迅速な対応ができる。フットワークが軽い（予算措置面）

 相談内容（金銭管理ができない等）によっては、市社協のサービス（生活福祉資金
貸付制度・日常生活自立支援事業・成年後見など）につなぐことができる

 入居後の生活相談などのフォローも、社協だからこそできる

 （空き家を活用した）地域福祉を展開するためのサロンは、社協の十八番

大牟田市居住支援協議会の特徴
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平成２５年６月、居住支援協議会設立
（国土交通省：重層的住宅セーフティネット構築支援事業）

平成25年度

空き家の実態調査及び分析

市民啓発活動（セミナー開催）

モデル事業の研究及び提案 など

平成26年度

空き家情報の収集（無料相談会等の実施）

住まい方提案モデル事業・空き家活用方法研究等の
実施（サロン田崎）

住情報システム「住みよかネット」の構築 など

平成27年度

相談体制の構築（部会制の導入）

空き家所有者への意向調査 など

平成28年度

住宅確保要配慮者の生活課題調査

サ高住の質の維持・向上のための研修 など

サロン田崎の事業着手前の説
明会。かかわり方や運営につ
いて地域住民で話し合う。

大牟田市居住支援協議会（大牟田住みよかネット）の活動

11



空き家活用①（眠っている住宅→地域交流サロン）

住民同士が自主的に集まれる場（空間）をつくる
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空き家を活用した地域住民の交流の場①
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有明高専建築学科の学生による空き家改修工事 地域住民によるサロン（お茶会）

空き家を活用した地域住民の交流の場①



医療・福祉機関、学生（有明高専）、居住支援協議会によるワークショップ

※現在、上記メンバーに加え、地域住民（校区会長、民生委員など）、地域包括、
行政福祉部局と実行委員会を結成し、運営方法などを協議している。

活用対象の空き家（予定）

《期待される効果》
 地域住民と医療・介護が連携した地域の支え合いの実現
 地域の介護予防・健康づくりの拠点となり、地域の介護予防の推進

につながる
 地域住民にとって、医療が身近になる
 多世代交流の場になり、地域内で孤立する人が少なくなる
 医療・介護の専門職にとっては、地域に密着した場になる など

～医療・介護の専門職と連携した「誰もが集える」
地域の交流拠点づくり事業～

※この物件は所有者とビジョン
を共有できなかったが、現在、
別の空き家で計画進行中（改修
工事中）

医療法人が空き家を借り、退院後に元の生活に戻ることを目的
とした「在宅復帰訓練宿泊施設」のような利用形態に加え、医
療と地域とのつながり目指したサロンを開設する予定。

空き家を活用した地域住民の交流の場②
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空き家を活用した地域住民の交流の場②
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空き家活用②（眠っている住宅→住宅確保要配慮者向け住宅）

空き家の情報収集・所有者向け意向調査・マッチング
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ケアマネ
行政職員

不動産者 司法書士

相談者 単なる不動産の相談で
はなく、福祉・法律関
係の専門職も同席し活
用策を考える

【相談件数】

平成26年度…26件／年3回

※空き家活用モデル事業（サロン田崎）の開設による

効果

平成27年度…75件／年3回

※空き家所有者向け意向調査実施期間内に開催

※相談会開催時期をお盆の帰省時に開催

【第6回無料相談会の主な内容】

①活用（相続含む）…17件

②処分…16件 ③管理…05件 ④解体…03件

平成28年度…46件／年3回

空き家情報と所有者の意向を把握する（空き家無料相談会） 参考
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参考

住まい情報の提供 参考
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相談受付件数

これまで、14件の入居支援実施！

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

相談件数 7件 54件 81件 76件

※H28年度の件数は12月末現在

※H28年度は
12月末現在

入
居
相
談

空
き
家
（
戸
建
て
）
と
の

マ
ッ
チ
ン
グ

【対象者】
高齢者、障が
い者、一人親
世帯、生活困
窮者世帯など

マッチングした件数

【入居後】

・定期的なモニタリング（入居者）

・相談対応（家主、入居者双方から）

世帯種別 世帯数 家賃

平成26年度 未成年の姉妹 （1世帯） 1.0万円

平成27年度 母子世帯
火災被災世帯
生活困窮者
高齢者世帯

（3世帯）
（2世帯）
（2世帯）
（1世帯）

2.0万円
6.0千円、3.5万円
1.0万円、2.5万円
2.5万円

平成28年度 母子・父子家庭
地震被災者
高齢者世帯

（2世帯）
（1世帯）
（2世帯）

2.0万円
0.0万円
0.6万円、1.0万円

・所有者Ｋ氏が社協に来て「Ｆさんが
家賃を滞納していて不信だ」と！

・これまでの経過から発達障害を持っ
ているのではないか？【事務局）

相談受付件数及び支援状況
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※相談アセスメントシート 92件

ｎ ％ 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 90代 不明

女性 56 60.9% 1 2 19 12 4 12 5 1

男性 35 38.0% 2 7 2 6 7 8 1 2

不明 1 1.1% 1

総計 92
100.0

% 1 4 26 14 10 19 13 1 4

■性別・年代

ｎ ％

インターネット（住みよかネット） 14 15.2%

市役所関係機関からの紹介 13 14.1%

市住管理センターからの紹介 10 10.9%

支援者からの相談 9 9.8%

家族・知人等の紹介 7 7.6%

広報 6 6.5%

その他 6 6.5%

新聞 3 3.3%

女性センターからの紹介 3 3.3%

ポスターやパンフレットを見て 3 3.3%

インターネット 3 3.3%

KBCテレビを見て 2 2.2%

生活センターからの紹介 1 1.1%

不明 12 13.0%

総計 92 100%

■居住支援協議会への相談のきっかけ

• インターネット（住みよかネット）が最も多い。

• 市役所関係機関や市住管理センター、女性センターな
ど各支援窓口からの紹介も多い。

• 住まい探しアセスメントシートでは保護課や市会議員
（支援者）・包括からの紹介が多く、インターネット
がきっかけの相談者はなし。

• 30～40代などの世代は、離婚をきっかけに住まいを
失うケース、一人親世帯での生活困窮などが多く、離
婚した元配偶者からの嫌がらせ、その他ストーカー被
害等緊急に家を必要とするケースもある。

• 火災による家の焼失が2件

住宅確保要配慮者・住まい探し相談データ分析調査

居住支援協議会への相談のきっかけと相談者の属性
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 被災が最も多い。多くは熊本震災で被災し
て一時的な住宅を求めたケースである。

 単純に家探しの一環として連絡してきたケ
ースも、一定数存在する。

 従前住宅の退去については、老朽化により
大家から退去要請を受けているもの、家賃
やローンの滞納等による退去などがある。

 空き家の活用として、NPO法人の事務所や
福祉関係の事業を行う事務所や店舗として
の問い合わせもある。

 身体状況低下に関しては、市営住宅やアパ
ートの上層階の居住者が多い。

 離婚によるものは、前夫とのトラブルを含
む。

 近所トラブルは、相談者自身が起こしてい
るものも含む。

n %

被災等 15 16.3%

家探し 14 15.2%

従前住宅の退去等 10 10.9%

事務所・店舗等探し 8 8.7%

家族や自身の身体状況低下等 7 7.6%

老朽化 6 6.5%

近所トラブル 5 5.4%

家賃が高い 5 5.4%

離婚による 4 4.3%

家の狭さ・収納など 4 4.3%

DV被害等 3 3.3%

子供の成長 2 2.2%

移住等 2 2.2%

その他 6 6.5%

不明 1 1.1%

総計 92 100%

家探しのきっかけ
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 子どものひきこもり等 →社協の生活支援相談へつなぐ

 生活困窮（病院の治療費が支払えない等） →無料定額診療制度の紹介する

 単身の認知症高齢者 →入居には支援体制（契約等）が必要

 相談者本人の障害（身体的・精神的） →成年後見、障害者支援センター

 家族関係，DV被害（夫から妻，親から子など） →女性センター等

 税金・家賃の滞納 →社協の生活福祉資金貸付制度の紹介

 計画性の欠如（大家さんから言われた退去日時まで日数がない）

住宅以外の問題・課題を抱えていると思われる事例

 住まい以外の課題を抱えている事例のほとんどは、支援体制があるケー
スが多く、支援者からの相談または紹介により、居住支援協議会の住宅
相談を申し込んでいる。

 相談者本人からの相談では、相談者自身に複合的な問題がある可能性が
高い場合、途中で相談自体が途切れているケースが多い。

居住支援協議会で対応した住宅以外の相談内容
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さいごに…

求められる居住支援の実現のために
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福祉施策（厚労省）住宅施策（国交省）

生活相談、見守りなど

ハード（空き家対策） ソフト（生活支援）

【住宅部局の課題】

・空き家対策

・中古住宅の流通促進

・良質な住宅ストック など

居住支援の落とし穴！

【福祉部局の課題】

・高齢単身世帯の増加

・認知症高齢者の増加

・生活困窮者の増加 など

生活困窮者、低所得者、
被災者、高齢者、障がい者、
子育て世帯、非正規雇用の
団塊ジュニア など

連帯保証人が見つからない！

住宅確保要配慮者

=生活困窮者

生活困窮者（住宅確保要配慮
者）の相談や問題は根深く、
複雑化している。表面上の支
援（対応）だけでは本当の解
決につながらない。

生活困窮者（住宅確保要配
慮者）の住宅確保は、相談
者の生活そのものを支援す
ることであり、増加する空
き家対策の根本的な解決に
はならない。

生活支援は、対人援助
のスキルが求められる

住まいの確保のためには、家主に安心し
てもらえる環境整備が必要だが、家賃債
務保証だけでは家主にとって、本当の安
心（解決）にはつながらない。

物件探し 契約手続き 生活支援
引越し
・入居

住まいを確保するためのいくつものハードル

居住支援協議会だけでは解決できない課題
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（大牟田市不動産仲介業者向けアンケート調査結果より：2014年）

ある

84.6%

ない

15.4%

ある

78.8%

ない

21.2%

これまで単身高齢者・障害者からの賃貸物件へ
の入居相談を受けたことがありますか

これまで連帯保証人・身元引受人がいない人
から、賃貸に関する相談を受けたことがありま
すか

Ｎ=33
Ｎ=26

0

2

4

6

8

10

1～2人 2～3人 3～5人 10人 30～40人

結果：大牟田市では、連帯保証人・身元引受人がおらず、かつ住まい確保に課題がある
人が、少なくとも１２０人いる

連帯保証・身元引受に関するニーズ 参考
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連帯保証人や身元引受人がいない人が物件に入居するとしたら、どのようなこ
とが不安ですか（不動産仲介業者）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

自宅内での孤独死

近隣住民とのトラブル

急に具合が悪くなること

どのように接してよいかわからない

家賃の滞納

身元引受人がいない

保証人等が親族ではないため緊急時の対応

保証人等が遠方であるため緊急時の対応

退居後の家財道具の整理

連帯保証・身元引受に関するニーズ 参考
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物件紹介を断る
29.4%

民間の保証会社を活

用する
50.0%

家主と交渉する
5.9%

成年後見制度の利用

を勧める
5.9%

その他
2.9%

無回答
5.9%

物件紹介を断る

民間の保証会社を活用

する
家主と交渉する

成年後見制度の利用を

勧める

結果：大牟田市では、連帯保証人・身元引受人がいないことで住まいの確保が困難な人
が少なくとも毎年３０～４０人いる

連帯保証・身元引受に関するニーズ 参考

連帯保証人がいない場合は、どのように対応していますか
NPO法人大牟田ライフサポートセンター調べ（2014年）

単身高齢者・障害者から相
談を受けたことがある26事
業所の回答内訳
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ＮＰＯ法人大牟田ライフサポートセンター設立

支援を必要とする当事者の支援のあり方について専門職同士で協議。H26年10月、NPO法人認可取得。
要援護者（本人）に必要があれば、賃貸契約の連帯保証人、身元引受人、緊急連絡先になる。

福祉・司法・建築・税務・不動産関係専門職による住まい確保の為のコラボレーション

■全国の入居支援関連団体
高知県 ：NPO法人あまやどり
岡山県 ：NPO法人おかやま入居支援センター
鹿児島県：NPO法人やどかり など

連帯保証・身元引受に関する取組 参考
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入居支援事業
住宅の確保が困難な方々の入居を支援するために、専門職（弁護士、司法書士、

税理士、社会保険労務士、宅地建物取引主任者、一級建築士、ファイナンシャルプ
ランナー、社会福祉士、精神保健福祉士など）が関係機関と協力して、本人への直
接的な支援や支援者によるネットワークを形成し、必要に応じて連帯保証人になる
などの方法により、住宅確保のための支援を行います。

また、緊急時の連絡先や支援対象者が亡くなった後の遺品（残置物）整理や、住
居の片づけ・清掃、必要に応じ葬祭等の死後事務も行います。

身元保証事業
入院や施設へ入所を行う際には、身元引受人が必要になります。家族が不在であ

ったり、来ることができない場合は、法人が身元引受人になります。

これまでの実績

平成26年度 相談08件、支援決定04件

平成27年度 相談23件、支援決定06件（うち１件は身元保証）

連帯保証・身元引受に関する取組 参考

ＮＰＯ法人大牟田ライフサポートセンターの取組
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 居住支援とは中古住宅や空き家を確保するだけでは解決できない。

 人口減少社会、少子超高齢化、生活困窮者の増加等、一人ひとりの生活
の背景にあるものを考えなくてはならない。

 居住支援は「生活支援」であることを理解し、多職種による行動連携が
必要である。

 行政内における住宅部局と福祉部局の連携、支援レベルにおける不動産仲介業者
と福祉関係相談支援機関等の連携を促進する必要がある。

 地域共生社会の実現、地域包括ケアシステムの構築は、福祉部局だけの政策では
ない。行政内のすべての部署が関係することを認識し、横串をさすための取組を
実施する必要がある。

そのために！居住支援協議会を運営する際に
求められるスキルとあり方！

大牟田市の取組から見えてきたもの

※ 居住支援協議会は有効な手段の１つである

※ 地域福祉計画の策定プロセスは、行政内の関係部署はもちろんのこと、
さまざまな関係機関を巻き込むよい機会である
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